
 

議  事  概  要 

◎ この後の委員会の運営について 

 １ 一般審査の終了 

   ・西野委員（維新）の質問終了をもって、一般審査を終了することで、各会派了承。 

 

  ２ 知事への質問要求 

   ・これまでの審査過程において、知事質問の要求はなかったため、知事質問はなし。 

 

  ３ 質疑・質問の終結 

   ・知事質問がないことから、西野委員（維新）の質問の終了をもって、付託案件に対する質疑

並びに所管部門に関する質問を終結することで、各会派了承。 

 

  ４ 付託案件の採決等の日程 

   ・付託案件の採決等は、本日行うことで、各会派了承。 

 

  ⇒ 事務局から資料１、資料２を配付。 

 

 ◎ 意見開陳について 

   維新：有（堀江委員） 

   公明：有（横道委員） 

      未来：有（道端委員） 

・多数会派順とすることで、各会派了承。 

      ・できるだけ短時間（５分以内）で行うよう要請。 

 

 ◎ 付託案件の採決について 

    資料１「令和７年９月定例会 健康福祉常任委員会 付託案件一覧表」参照 

    資料２「令和７年９月定例会 健康福祉常任委員会 採決順序及び採決方法」参照 

   ・議案及び請願に対する賛否を各会派に確認したところ、資料１のとおり。 

   ・調査事件については、さらに閉会中継続調査とする。 

   ・採決は資料２のとおり。 

 

◎ 今後の所管事務調査の進め方について 

・具体的な調査項目について、各会派の意向を聴取。 

維新 ギャンブル依存症治療についてのそもそもの考え方と、その方法につい

て調査することを希望。 

公明 会派では特に希望無し。 

未来 委員長に一任。 

  ・協議の結果、調査項目は「ギャンブル依存症の治療についての考え方とその治療方法につい

て」とすることで各会派了承。 

 

・決定した調査項目に関連する参考人候補の推薦について聴取。 

維新 大阪精神医療センターの岩田院長を推薦希望。 

公明 維新の推薦人に賛成。 

未来 維新の推薦人に賛成。 

  ・協議の結果、参考人候補については、大阪精神医療センターの岩田院長とすることで各会派了

承。 

  ・参考人招致の具体的な日程については、推薦会派において事前に参考人候補者と調整し、事務

局に各会派と調整させ決定。 

  ・次回の代表者会議については、１０月２２日の委員協議会終了後に開会を予定しており、その

際に、所管事務調査に関して協議することで各会派了承。  


